
様式第3号(第9条関係) 

会議結果 

 次の附属機関等の会議を下記のとおり開催した。 

附 属 機 関 等 の 名 称 みよし市情報公開・個人情報保護審査会 

開 催 日 時 
令和元年６月20日（木） 

午前10時30分から午前11時30分まで 

開 催 場 所 みよし市役所５階特別会議室 

出 席 者 

坂口良行（会長）、南谷直毅、倉橋洋子、清田雄治、深谷陽子 

（事務局） 

村田総務部長、本田総務部参事、小野田総務部次長兼総務課長、

塚崎総務課副主幹、福上総務課主査、鈴木総務課主査 

次 回 開 催 予 定 日 令和元年８月21日（水） 

問 合 せ 先 

総務課 担当者名 塚崎、福上、鈴木 

電話番号 0561-32-8000 

ファックス 0561-32-2165 

メールアドレス soumu@city.aichi-miyoshi.jp 

下欄に掲載するもの 
・議事録全文 

・議事録要約 
要約した理由  

審 議 経 過 

○総務部次長兼総務課長；おはようございます。定刻になりま

したので、ただ今から令和元年度第１回みよし市情報公開・

個人情報保護審査会を開催します。審査会に入る前に、令和

元年度は、事務局に異動がありましたので照会させていただ

きます。 

 

＜事務局自己紹介＞ 

 

○総務部次長兼総務課長；それでは審査会に入ります。始めに

坂口会長からごあいさつをお願いします。 

 

○坂口会長；皆さまお久しぶりです。元号が令和に変わって、

いろいろな事件だとか事故だとか、いろいろな災害が起きて

おります。情報の問題も出てくるのではないのかというふう

に予想しており、審査会の皆さまと一生懸命がんばってやっ

ていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 

○総務部次長兼総務課長；ありがとうございました。それでは

会長の取り回しで議事の方を進めていただきたいと思いま

す。 

 

○坂口会長；はい、審査会次第の書類が配布されていると思い

ますので、議題の１、平成30年度情報公開制度及び個人情報

保護制度における開示等の状況について、事務局よりご説明

をお願いいたします。 

 



○福上主査；はい、では事務局より説明させていただきます。

お手持ちの資料の１ページ目をご覧ください。平成30年度み

よし市情報公開条例による開示請求の実施状況について、説

明させていただきます。平成30年度は、143件の情報公開条

例による開示請求があり、前年度比で40件の増となりまし

た。近年、増加傾向にあり、今年度も昨年度と同様のペース

で請求がなされています。請求の内訳で特に多かったのは、

市が作成する工事の金額入り設計書の開示請求です。143件

のうち、52件がこれに該当し、全体の36％を占めています。

２ページ目から20ページまでは、平成30年度に請求された案

件の一覧となっており、白色が全部開示、黄色が部分開示、

赤色が全部不開示、青色が取下げとなっております。続いて、

21ページ目をご覧ください。平成30年度みよし市個人情報保

護条例による開示請求等の実施状況について説明いたしま

す。平成30年度は、全部で15件の開示請求があり、前年度よ

りも４件増加しています。こちらも情報公開条例による請求

と同様に、毎年度増加傾向にあり、うち、請求で多いものと

しては、市民課における個人の印鑑証明や住民票の写しに係

る申請書であり、９件ございました。余談ですが、いずれも

第三者が取得したかどうかを調べたいと申出されたもので、

すべて本人が申請していたものであり、大きな事件とはなっ

ておりません。22ページ、23ページは、一覧となっておりま

す。24ページ目をご覧ください。こちらは、平成30年度みよ

し市情報公開制度等に関する審査請求状況について記載さ

れています。平成30年度は、平成29年度から引き継がれた案

件として、ちょうど１年前に皆さまにお諮りしたもの「狐洞

児童遊園地出入口部分において平成27年５月５日発生した

側溝転落事故に係る議事録・メール・文書・その他全ての記

録」に係る開示請求の審査請求、１件がございました。この

審査請求は、市が顧問弁護士に相談した際に作成した記録文

書のうち、相談事項の要旨及び弁護士の意見・助言の要旨の

開示を求めたものです。審査会では、平成30年６月４日付け

で、相談事項の要旨については開示し、弁護士の意見・助言

の要旨については不開示事項として該当すると判断し答申

しました。その後の裁決としては、答申内容を反映し、請求

の一部、つまり相談事項の要旨については開示し、その他の

請求は開示しないこととする一部認容の裁決を行いました。

この後の動きとしては、今のところございませんので、この

場をお借りして報告いたします。議題１についての説明は以

上です。 

 

○坂口会長；今、説明された内容について、ご意見、質問等ご

ざいましたらお願いします。 

 

○坂口会長；ちょっといいですか。22、23ページあたりで見ま

すと、印鑑証明だとか戸籍抄本だとかいわゆる住民票だと

か、本人以外から出てるのかどうか委任状とかの問題だけな

のですか。それともだれかカードを持ってきて取ったかどう

か、いや、みんな不開示になっているのですが、出てないと



いうことですよね。 

 

○福上主査；よくあるパターンとしては、例えば印鑑登録カー

ド、こちらを紛失されて、心配だから紛失した期間、誰かに

申請されていないかを確認するためにされたもの、あとです

ね、あったものとしては、住民票の写しは第三者の方が請求

ができることがありまして、第三者の方、例えば行政書士さ

んなどが請求すると、市民課の方で、本人通知制度というも

のがございまして、第三者の方から請求された場合、本人に

ご自身の住民票の写しが請求されましたよとご案内が行く

制度があるのですね。こちらを登録されている方というより

かは、こちらの制度を市民課から説明をされた方が、今まで

どうだったのかなというところで、関心があるというところ

で請求がされるというパターンもございます。 

 

○坂口会長；そうすると、念のためということが多いのですね。 

 

○福上主査；はい、そういったかたちですね。 

 

○坂口会長；はい、他のご意見、ご質問等あればお願いします。 

 

○南谷委員；ひとつよろしいでしょうか。工事関係の書類の開

示請求が多いようですが、これって例年そうでしたよね。 

 

○福上主査；そうですね。昨年度も３割、４割近く占めており

まして、落札された業者も開示される場合もありまして、お

そらく自分のところがどれくらいの金額で設計したものを、

市の設計金額と見比べて、今後の入札に役立てるのではない

のかと思われます。 

 

○南谷委員；基本的には開示ですよね。 

 

○福上主査；はい。入札が終わっていれば。 

 

○坂口会長；それについては、不開示はないのですか。 

 

○福上主査；そうですね、不開示は今まではございません。 

 

○坂口会長；他にご意見ご質問ありますか。 

 

○南谷委員；不開示の中で、特徴的なものはございましたか。 

 

○塚崎副主幹；まず、全部不開示としたものは、ほぼ文書不存

在ですね。部分開示では、ほぼ個人情報、個人の印影、職員

以外の業者の担当者氏名というものを扱うのが多いですね。 

 

○南谷委員；形式的にやられるのが多いということですね。 

 

○塚崎副主幹；そうですね。 



 

○福上主査；８ページの60番は、保存期間満了で不開示となっ

ているものですね。こちらも特徴的なものですね。文書自体

は作成しておったのですが、保存期間５年間を満了して廃棄

してしまったため、文書不存在で不開示となっております。 

 

○坂口会長；５年間というのは、文書によって違うのですか。 

 

○福上主査；はい、一律ではなくて、１年から30年まであるの

ですが、文書によって保存期間が異なります。 

 

○南谷委員；文書を作ったこと自体はわかるのですね。 

 

○福上主査；はい。 

 

○倉橋委員；聞いてもいいですか。１ページの教育委員会の請

求ですが、全部で合わせて21件あるのですが、21件は多いほ

うですか。 

 

○塚崎副主幹；29度は、26件でした。 

 

○倉橋委員；では、減ったのですね。たまたま目に付いたので

すが、５ページの29番ですが、外国語市道助手派遣業務委託

ですが、どこかに派遣業務を委託しているということです

か。 

 

○福上主査；こちらは応募していただいた業者にプレゼン、い

わゆるプロポーザルをしまして、そこの企画書について開示

を求められたのですが、こちらは担当者の顔写真や氏名など

が不開示となっております。 

 

○倉橋委員；はい、それで、この外国語指導助手というのは、

外国人のネイティブスピーカーのことですか。 

 

○福上主査；はい、おそらくネイティブだったかと思います。 

 

○倉橋委員；学校が知っている方を探すのではなくて、どこか

業者に頼むということですね。これは、学校ごとに頼んでる

のですか。 

 

○塚崎副主幹；一括して教育委員会が行っております。そうす

ることで、どの学校も同じサービスが提供できるようにとい

うことで行っていると思われます。 

 

○南谷委員；不開示理由のところに、個人の感想及び作文につ

いてというものがあるのですが、この辺がプロポーザルの核

となる部分だったとすると、まあ企画ですので競争上の秘密

だとも思いますし、プロポーザルの一番の核とも思うのです

が、このあたりどのような基準なのでしょうか。 



 

○福上主査；プロポーザルの個々の配点は開示されているので

すが、確かここは子どもたちの感想や作文だったかと思いま

す。 

 

○南谷委員；ああ、子どもたちの感想ですか。 

 

○福上主査；コメントというわけでなく、審査する内容という

わけでもなく、子どもたちの感想だったかと思います。 

 

○倉橋委員；顔写真というのもＡという業者さんが５人の先生

を提案して、Ｂという業者さんが別の５人とすると、Ａの仲

から１番目２番目３番目を選んで、Ｂの中から選んで、とい

うわけでなく、一括してＡの業者にお願いするということな

のですね。 

 

○福上主査；はい、そうです。 

 

○倉橋委員；そうすると、Ｂの業者は自分のところに良い人が

いるのに何ではねられたのだろうと素朴に疑問に思うわけ

ですね。 

 

○坂口会長；派遣契約については入札で行うわけですか。 

 

○村田部長；プロポーザルに参加する人の応募をするというか

たちですね。 

 

○坂口会長；業者募集ということですか。 

 

○村田部長；参加者を募集してプロポーザルで判断して、この

業者が一番点数高かった、その業者について、競争審査会、

市の組織の中で、点数が高かったこの業者に決定してよろし

いかというものを確認して契約を結ぶということになりま

す。 

 

○倉橋委員；１つ選ぶわけですか。 

 

○村田部長；はい、詳しくは分かりませんが、何人講師を持っ

てて、何日、このようにして回れますよ、みたいな提案をし

てくるものですので、これ見て、間違いなくやれるなという

ふうになります。最低限の行うことは、仕様書に書いてあり

ますので。 

 

○倉橋委員；個人を選ばなくて、業者を選ぶということですね。 

 

○村田部長；はい、業者の評価を見るということになります。 

 

○坂口会長；その外国人講師の身分は、派遣社員ですか。 

 



○村田部長；業務委託になります。 

 

○坂口会長；他にございますでしょうか。いいですかね。では、

この程度にしまして、議題２番目の、令和元年度審査会の開

催日程について、説明をお願いいたします。 

 

○福上主査；はい、説明をさせていただきます。25ページ目を

ご覧ください。本日、皆さまお集まりいただいておりますの

で、この場をお借りして、令和元年度の日程調整をさせてい

ただこうと思います。今年度なのですが、６月が第１回目と

なっておりまして、左に６回分枠は作ったのですが、２か月

ごとの開催を考えておりまして、８月、10月、12月、２月の

全部で５回でいかがかなあと思っております。その点も含め

て、皆さまの日程調整を、ご審議、お諮り願いたいなと思っ

ておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○坂口会長；はい、今年度は６月から始まったものですので、

５回ですと、８・10・12・２月となるわけですが、５回でい

いですかね。 

 

○各委員；はい。 

 

＜日程調整＞ 

 

○坂口会長；今年度の審査会の日程は、第２回８月21日15時、

第３回10月３日午前10時、第４回12月11日10時、第５回令和

２年２月５日10時、以上です。 

 

○福上主査；事務局から１点よろしいですか。皆さまご存知か

と思いますが、案件がなければ審査会は中止となりますので

よろしくお願いいたします。また、その際には、私の方から

連絡を差し上げますのでよろしくお願いいたします。 

 

○小野田総務部次長兼総務課長；中止の連絡はどれくらいに行

きますか。 

 

○福上主査；３週間前・・・だいたい１か月前くらいには通知

をさせていただこうと思っています。 

 

○坂口会長；議題の２については以上で終わりとさせていただ

きます。その他、何かございますでしょうか。もし、ないよ

うでしたら、令和元年度第１回みよし市情報公開・個人情報

保護審査会を終了します。どうもご苦労様でした。 

 

 


